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長野県上伊那広域水道用水企業団の議員報酬及び非常勤特別職の職員の報酬等に 

関する条例 

昭和 55 年７月 25 日  

                             条 例 第 1 1 号 

改正 平成２年 10 月 26 日条例第１号 

   平成 10 年３月 27 日条例第１号 

平成 20 年 10 月 27 日条例 1 号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、議員報酬及び非常勤の特別職の職員（以下｢非常勤の職員｣という｡）

の報酬の額並びに議員及び非常勤の職員の費用弁償の額並びにそれらの支給方法に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （議員報酬） 

第２条 議会の議員に支給する議員報酬は、別表第１のとおりとし、毎年３月に支給する。 

２ 議長及び副議長にはその選挙された月から、議員にはその職についた月から、任期満

了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときは、その月まで、月割によって計算

した額の議員報酬を支給する。 

 （非常勤職員の報酬） 

第３条 非常勤の職員の報酬は、別表第２のとおりとし、毎年３月に支給する。 

２ 新たに非常勤の職員となったときは、その月から、任期満了、辞職、失職又は死亡に

よりその職を離れたときは、その月まで、月割りによって計算した額の報酬を支給する。 

（費用弁償） 

第４条 議会の議員及び非常勤の職員が、公務のために旅行したとき、又は議会その他の

会議の招集に応じ出席したときは、費用弁償として別表第 3 により算定した額を支給す

る。 

 （補則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、非常勤の職員の報酬並びに議員及び非

常勤の職員の費用弁償の支給方法については、職員の給与及び旅費の例による。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、昭和 55 年７月 25 日から適用する。 

   附 則（平成２年 10 月 26 日条例第１号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 10 年３月 27 日条例第１号） 

 （施行期日） 

 この条例は、平成 10 年４月１日から施行する。 

 (長野県上伊那広域水道用水企業団監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の廃止) 

２ 長野県上伊那広域水道用水企業団監査委員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

55 年条例第 13 号）は、廃止する。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成 20 年 10 月 27 日条例第１号） 
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別表第１（第２条関係） 
 

 職 名         報 酬 の 額         

  議 長      年 額  20,000 円  

 議会の議員 副 議 長      年 額  18,000 円  

  議 員      年 額  14,000 円  

 

別表第２（第３条関係） 

 職 名         報 酬 の 額         

 議 会 選 出      年 額  15,000 円  

 
監 査 委 員      

識見を有するもの 年 額  18,000 円  

 

別表第３（第４条関係） 
 

宿泊料（一夜につき） 
区    分 

 

車賃（１キ 

ロメートル 

につき 

 

日当（1 日

につき） 

県 外 県 内 

食卓料 

        円       円     円     円    円 議会の議員 

監 査 委 員 19 2,600 13,100 11,800 2,600 

   

備考 鉄道賃、船賃及び航空賃は、企業長に支給すべき額に相当する額とする 


